
株式会社アルドは、相続不動産事業、遺品整理

事業、遺族支援事業、omamori【死後事務委任】、

生命保険代理店事業の5つの事業を展開していま

す。身近な人が亡くなり、大変な経験をした事

で各事業をスタートいたしました。私たちにし

か出来ない価値を提供し、お客様により良い提

案を追求していくことが私たちの使命です。

家族以上に
本気で関わり
遺族が安心出来る
世の中にする
株式会社アルドは、平成21年に創業し、育ての父親から引

き継ぎました。会社名の由来は、「なんでもあるど」（何で

もあるど）。衣食住の提供価値で社会に貢献する為に作っ

た会社と聞いています。育ての父親が2017年に突然亡くな

り、準備も何もしていなかったので、落ち着く暇もなく葬

儀が終わりました。会社の引継ぎ、死後の手続き等、悲し

む暇もなくやらなければならない事だらけで、思い通りに

手続きを進める事が出来ませんでした。当時を思い返すと、

相談する人もいなく不安ばかりで余裕が無かったと思いま

す。同じように困っている人が他にもいると思い、そんな

方たちの不安を取り除き安心してもらうために、遺族支援

事業を立ち上げました。ご遺族のお悩みは、人それぞれ様々

な悩みがあります。「何から始めて良いか分からない」「誰

に相談して良いか分からない」この問題をいち早く解決す

る為に「初動が大切」と皆様にお伝えしています。大変だっ

た事を経験し、多くのご遺族と面談し実績があるからこそ、

私達にしか出来ない価値を提供します。徹底的にご遺族に

寄り添い、どんな些細な事でもお応えできるようスタッフ

一同一丸となって当社のサービスを、必要な方に必要な

タイミングで提供できるように活動していきます。
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代表取締役

電話番号

FAX番号

営業時間

定　休　日

所属団体

株式会社アルド

〒065-0020 札幌市東区北20 条東1 丁目1 番17 号

山本　貴之

011-769-0083

011-887-0877

9:00～18:00

なし

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会北海道本部
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

会 社 概 要 

事
業
内
容

北陸銀行／北洋銀行／北海道銀行／留萌信用金庫／
空知信用金庫／旭川信用金庫／大地みらい信用金庫／
北海道信用金庫／札幌中央信用組合／空知商工信用組合

北海道知事　石狩（2）第8549号
北海道公安委員会 第101290002184号

主な
取引銀行
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免許番号

相続不動産事業　遺品整理事業　遺族支援事業
omamori【死後事務委任】　生命保険代理店事業

事業内容

・宅地建物取引士
・不動産経営管理士
・相続診断士
・FP 技能士
・遺品管理士
・１級葬祭ディレクター

相続により不動産を取得した場合、相続人が多数いて複雑なケース、税金に関する問題、建物内の整理、建物が古い
場合の処分方法など、様々な問題に対応しなければならないことも多く、お客様の負担も大きくなります。当社では、
ワンストップで相続手続きの手配（当社が直接行うのではなく、士業等の専門家をご紹介いたします。）、遺品整理、
不動産のことまで解決可能です。お客様の「持ち出し０円」の買取サービスが好評です。

大切な方が亡くなった時に、何から始めたら良いか分からない方がほとんどです。何をして良いか分からない、
誰に相談して良いか分からない方達へ、どのように手続きを進めたら良いかアドバイスします。一人一人ご遺族
様に合った必要な手続きを、ヒアリングしてご案内しますので、一度の相談で道筋は見えます。

相続不動産買取事業

遺族支援事業ーお手続きのサポート・相談無料

遺品整理、特殊清掃、残置物撤去と、相続のスペシャリストだからこそ出
来る提案をします。遺品を一点ずつ買取り、大切な相続の書類は仕分けし
て保管。お見積り後の追加料金一切ありません。
※お見積りは無料です

遺品整理事業ー相続スペシャリストの遺品整理作業

死後事務委任契約

生命保険代理店事業

ご家族が亡くなった際、葬儀費用・医療費の精算・ご自宅の整理など、様々な費用がかかります。もしもの時に備え、
今入っている保険の見直しや、終身保険の提案、税金対策の保険活用など、ご希望に沿った提案をさせて頂きます。

死後には、相続人になった方に様々な手続きが生じます。現代は、少子高齢化、核家族化

等により身寄りのない方、あるいは身寄りはあっても頼れない方など、ご自身の死後に不

安を抱える方も多いです。ご自身の死後のご不安を解消し、そして、ご家族や親族のご

負担をできるだけ小さくする手段として、死後事務委任契約を活用することができます。

弊社をもっと知りたい方は、ホームページへ
各事業内容の詳細などをご覧いただけます▶


